
 
平成１７年１０月２５日 

経 済 産 業 省          

 

特定商取引法違反の通信販売業者㈲クロイツェル・ソナタに対する 

業務停止命令（３ヶ月）について 

 

経済産業省は、「スリープ＆スリム」と称する枕及び「フレーム・プロポーションＤ

Ｘ」と称するクッションの通信販売業者である有限会社クロイツェル・ソナタ（本社：

東京都港区）に対し、特定商取引法の違反行為（誇大広告、広告表示義務違反）

を認定し、同法第１５条の規定に基づき、同社の通信販売に関する業務の一部を

平成１７年１０月２７日から３ヶ月間停止するよう命じました。 

 

１．  有限会社クロイツェル・ソナタは、 

（１） ソフィア・ビューティーセンターという通称名を用いて、「スリープ＆スリム」と称

する枕について、平成１７年２月以降に、全国各地で配布した新聞折込チラシ

に、 

「“ただ寝るだけ”の楽々ダイエットで、夢の２０㎏減！」 

等と容易に著しいそう身効果が得られるかのような表示をし、また、 

「短期間でヤセたい方にはもちろん、ストレス、不眠、過眠、いびき、便秘、肌

荒れ、肩こり、腰痛、精力減退、集中力低下などでお悩みの方にも、ぜひオ

ススメします！」 

等と、これらの症状が改善・解消するかのような表示を行っていました。 

  

（２） ホームビューティーＩＮＣ．という通称名を用いて、「フレーム・プロポーションＤ

Ｘ」と称するクッションについて、平成１７年４月以降に、全国各地で配布した新

聞折込チラシに、 

「座っていただけなのに、２１㎏もヤセちゃった！！」 

等と容易に著しいそう身効果が得られるかのように表示をし、また、 

「美容も健康もおまかせ！」と表示し、「部分太り」、「メリハリボディ」、「むく

み・冷え」、「便秘」、「体質改善」、「美肌」、「肩こり・腰痛」のそれぞれの改

善・解消に効果があると、 

これらの症状が改善・解消するかのような表示を行っていました。 

 

２．   これに対し、経済産業省は、同社に対し、当該広告で表示されたそう身効果

及び美容・健康効果を裏付ける合理的な根拠を示す資料の提出を求めたとこ



ろ、合理的根拠を示す資料は一切提出されませんでした。 

このため、同社の広告表示は、誇大な広告とみなされ、このような広告表示を

行った同社は、特定商取引法第１２条の規定に違反していました。（誇大広告） 

 

３．  また、同社は、当該枕の広告において、通称名であるソフィア・ビューティーセ

ンターと表示し、また、当該クッションの広告において、通称名であるホームビュ

ーティーＩＮＣ．と表示しており、登記簿上の商号である㈲クロイツェル・ソナタとい

う正式な名称を表示していませんでした。 

 このような表示を行った同社は、特定商取引法第１１条第１項に違反していま

した。（広告表示義務違反） 

 

４．  なお、同社は、当省からの事実関係の確認等に関する再三の連絡に対応しな

いなど、当省の調査に協力しませんでした。 

                           

          

 

 【本件に関する問い合わせ先】 

   経済産業省消費者相談室        電話０３－３５０１－４６５７ 

   北海道経済産業局消費者相談室     電話０１１－７０９－１７８５ 

   東北経済産業局消費者相談室      電話０２２－２６１－３０１１ 

   関東経済産業局消費者相談室      電話０４８－６０１－１２３９ 

   中部経済産業局消費者相談室      電話０５２－９５１－２８３６ 

   近畿経済産業局消費者相談室      電話０６－６９６６－６０２８ 

   中国経済産業局消費者相談室      電話０８２－２２４－５６７３ 

   四国経済産業局消費者相談室      電話０８７－８６１－３２３７ 

   九州経済産業局消費者相談室      電話０９２－４８２－５４５８ 

   沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 電話０９８－８６２－４３７３ 

 

 



 

 

有限会社クロイツェル・ソナタに対する行政処分の内容 

 

１．事業者等の概要 

（１）事業者名  有限会社クロイツェル・ソナタ 

（２）代表者  取締役 小川 稔 

（３）所在地  東京都港区六本木七丁目３番１９号 

（４）資本金  ３００万円 

（５）売上高  ２億円（平成１６年６月～平成１７年５月期） 

（６）設立年月日 平成１６年５月２７日 

（７）取引類型  通信販売 

（８）取扱商品  ダイエット枕「スリープ＆スリム」 

   （ソフィア・ビューティーセンターという通称名を使用） 

   骨盤矯正クッション「フレーム・プロポーションＤＸ」 

   （ホームビューティーＩＮＣ．という通称名を使用） 

（９）販売価格 

    

  ダイエット枕 

   「スリープ＆スリム」  

  

   一括 １３，４４０円（税込） 

   分割 １４，２８０円（税込）     

    

    

  骨盤矯正クッション 

  「フレーム・プロポーションＤＸ」  

  

   一括 １３，４４０円（税込） 

   分割 １４，０７０円（税込）     

    

 

２．取引の概要 

 ㈲クロイツェル・ソナタは、「スリープ＆スリム」と称する枕及び「フレーム・プロポーションＤＸ」

と称するクッションについて、全国各地で新聞折込チラシを配布し、消費者から電話や郵便等

により申込みを受け、当該商品の販売契約を締結する通信販売を行っている。 

 

３．業務停止命令の内容等 

（１）内容 

３ヶ月の間、以下の業務の停止を命ずることとする。 

①同社の行う通信販売の広告をすること。 

②同社の行う通信販売の契約の申込みを受けること。 

③同社の行う通信販売の契約を締結すること。 

 

（２）業務停止命令の期間 

平成１７年１０月２７日から平成１８年１月２６日まで（３ヶ月間） 

 



 

 

４．業務停止命令の原因となる事実 

（１）誇大広告（特定商取引法第１２条） 

㈲クロイツェル・ソナタは、平成１７年２月以降に、全国各地に配布した同社の販売す

る「スリープ＆スリム」の新聞折込広告（別添写し１）において、以下の表に掲げるそう身

効果に係る表示及び美容・健康効果に係る表示を行っていた。また、同社は、平成１７

年４月以降に全国各地に配布した同社の販売する「フレーム・プロポーションＤＸ」の新聞

折込広告（別添写し２）において、以下の表に掲げるそう身効果に係る表示及び美容・健

康効果に係る表示を行っていた。 

これに対し、経済産業省は、特定商取引法第１２条の２の規定に基づき、当該広告表

示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、合理的根拠を示す資

料は何ら提出されなかった。 

このため、同社の広告表示は、特定商取引法第１２条に規定する誇大広告に該当す

るものとみなされ、同社の行為は同条の規定に違反しているものと認められる。 

 

（注） 特定商取引法第１２条の２ 

経済産業省の求めに対し、広告表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がない

場合は、虚偽・誇大広告とみなすという規定。 

 

そ
う
身
効
果
に
係
る
表
示 

 

●「“ただ寝るだけ”の楽々ダイエットで、夢の２０㎏減！」 

「ぐっすり眠れる！驚くほどスリムになる！！」 

「眠っているあいだに、気持ちよくヤセられる！」等と表示 

●あたかも当該枕の使用前・使用後であるかのような人物写真と当該人

物の体重が大幅に減少したことを示す数値等を表示 

●そう身効果に関する消費者の体験談を掲載 

→当該枕を使用するだけで、容易に著しいそう身効果が得られるかのように 

表示している。 

 

「
ス
リ
ー
プ
＆
ス
リ
ム
」
（
枕
）
の
広
告 

美
容
・
健
康
効
果
に
係
る
表
示 

●「短期間でヤセたい方にはもちろん、ストレス、不眠、過眠、いびき、便

秘、肌荒れ、肩こり、腰痛、精力減退、集中力低下などでお悩みの方に

も、ぜひオススメします！」等と表示 

●美容・健康効果に関する消費者の体験談を掲載 

→当該枕を使用するだけで、これらの症状が改善・解消するかのように 

表示している。 



 

 

そ
う
身
効
果
に
係
る
表
示 

 

●「座っていただけなのに、２１㎏もヤセちゃった！！」 

「ゼイ肉がなくなっておなかがペッタンコ！！」 

「どこでもカンタン！座るだけダイエット！！」等と表示 

●あたかも当該クッションの使用前・使用後であるかのような人物写真と当

該人物の体重が大幅に減少したことを示す数値等を表示 

●そう身効果に関する消費者の体験談を掲載 

→当該クッションを使用するだけで、容易に著しいそう身効果が得られるかの 

ように表示している。 

 

「
フ
レ
ー
ム
・
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
Ｄ
Ｘ
」
（
ク
ッ
シ
ョ
ン
）
の
広
告 

美
容
・
健
康
効
果
に
係
る
表
示 

●「美容も健康もおまかせ！」と表示し、「部分太り」、「メリハリボディ」、「む

くみ・冷え」、「便秘」、「体質改善」、「美肌」、「肩こり・腰痛」のそれぞれ

の改善・解消に効果があると表示 

●美容・健康効果に関する消費者の体験談を掲載することにより、 

→当該クッションを使用するだけで、これらの症状が改善・解消するかのように 

表示している。 

 

（２）広告表示義務違反（特定商取引法第１１条第１項第５号、同法施行規則第８条第１項第１号） 

㈲クロイツェル・ソナタは、「スリープ＆スリム」の広告において、通称名であるソフィア・

ビューティーセンターと表示し、また、「フレーム・プロポーションＤＸ」の広告において、通

称名であるホームビューティーＩＮＣ．と表示しており、登記簿上の商号である㈲クロイツ

ェル・ソナタという名称を表示していない。 

このため、同社が全国各地で配布している新聞折込広告は、販売業者の名称に関

する事項が正しく表示されておらず、同社の行為は特定商取引法第１１条第１項に規定

する広告表示義務に違反している。 










